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定例庁議次第 

令和４年７月12日 

役場２階大会議室 

１．開 会 

 

２．挨 拶 

 

 

３．審議事項 

 なし 

 

 

 

４．報告事項 

 (1) 非公開 

 

 

 

 

５．議案事項 

 (1) 吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の制定

について（建設課 笹沢課長）【資料番号２】 

 

 

 

 

 (2) 令和４年度 相馬原飛行場等周辺水道設備助成事業 上ノ原浄水場改修工事請負

契約締結について（上下水道課 大澤課長）【資料番号３】 

 

 

 

 

６．その他 

 

 

 

７．閉会 
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様式第２号（第４条関係） 

７月 12日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議会提出案件（１．議案】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 建設課長 笹沢 邦男   

【件 名】 

   吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の制定に

ついて 

 

【目 的】 

  太陽光発電事業について、周辺環境、景観及び近隣住民の生活等に対する影響を与え

ないよう、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止について規制をする条例を制定す

るもの。 

 

【概 要】 

 １．規制目的 

   自然環境、景観等と調和のとれた太陽光発電事業について必要な事項を定めること

により、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図り、もって町民の生活環境の保

全に寄与することを目的とし、太陽光発電施設事業を規制する条例を制定する。 

 

 ２．規制対象事業 

   保全地区内において行う太陽光発電事業及び事業区域の面積が５００平方メートル

を超える太陽光発電事業。保全地区の範囲については、土地利用対策委員会の意見を

聴取した後に決定する。 

 

 ３．許可基準 

・事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこと 

・周辺地域の景観を阻害するおそれがないこと 

・周辺地域において、土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこと 等 

 

 ４．手続き 

   事業者は、町との事前協議及び近隣住民等説明会を行った後、許可申請書を提出し

許可を求める。 

 

 ５．公表 

   完了検査を行い許可内容に適合しない場合又は町が許可の取消しをした場合に、町

は事業の中止や太陽光発電設備の除却等を命じることが出来る。その場合、町は当該

資料番号２ 
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命令又は許可の取消しを受けた者の氏名、住所及び取消しの内容を公表することが出

来る。 

 

【施行日】 

  令和５年４月１日。 

ただし、保全地区に関する規定のみ、令和４年 10 月１日とする。 

 

【上程予定】 

  令和４年第３回定例会。 

 

【備 考】 

  なし 
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様式第２号（第４条関係） 

７月 12日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議会提出案件（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 上下水道課長 大澤 正弘 

【件 名】 

   令和４年度 相馬原飛行場等周辺水道設備助成事業 上ノ原浄水場改修工事請負契

約締結について 

 

【目 的】 

  上ノ原浄水場改修工事にあたり、請負者を選定し契約を締結するため、議会に上程す

るものです。 

 

【概 要】 

 １．工事名称  令和４年度 相馬原飛行場等周辺水道施設設置助成事業 

上ノ原浄水場改修工事 

 ２．履行場所  渋川市伊香保町伊香保地内 

 ３．契約締結日 議会議決の日 

 ４．履行期間  議会議決の日の翌日から令和５年１２月１５日まで 

 ５．契約方法  条件付き一般競争入札 

 ６．予定価格  ６８６,２６０,０００円（消費税を含まない） 

 ７．落札金額  ６６５,０００,０００円（消費税を含まない） 

 ８．落 札 率  ９６．９％ 

 ９．契約金額  ７３１,５００,０００円 

         （内消費税額 ６６,５００,０００円） 

 10．補 助 金   有 （国補助：防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業） 

 11．請 負 者  株式会社ヤマト 代表取締役 社長執行役員 町田 豊 

 12．工事内容  配水池築造工事：（ステンレス製 596 ㎥） 

         管理棟築造工事：（RC 造り） 

         急速ろ過機設置工事：（３基） 

         流量計室築造工事  

         その他、場内配管・電気設備工事・既設施設等撤去工事・紫外線照射

装置設置 

【上程予定】 

  令和４年第４回臨時会 

 

【備 考】 

資料番号３ 


